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令和３年８月６日 

 

  

  



 

１ 趣旨  

  新潟県立大学が、令和５年４月に新研究科を設置するにあたり、直前調査（入学・採用意向）

を実施し、文部科学省への申請に向けた基礎資料の作成を委託する。 

 

２ 提案を公募する業務の概要  

(1) 業務名  

新潟県立大学新研究科設置事前調査支援業務  

  

(2) 業務内容  

新研究科設置認可申請に係る入学意向・採用意向調査の実施及び報告書の作成を行う。 

 

(3) 業務委託期間  

契約締結日から令和３年 12 月 17 日まで  

  

(4) 提案価格上限額  

300 万円（消費税及び地方消費税を含む。）  

  

(5) 担当部局  

書類の配付、提出及び質問の受付は下記のとおり。  

担当   ：新潟県立大学事務局企画課  

所在地 ：〒950-8680 新潟市東区海老ケ瀬 471 番地  

電話   ：025-368-8224 

FAX   ：025-270-5173  

E-mail ：kikaku@unii.ac.jp  

対応時間：土日、祝日を除く日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで  

   

３ 企画提案スケジュール  

  

項目 内容 日程（予定） 

説明書の交付  令和３年８月６日（金）～16日（月） 

参加表明書の提出 「参加表明書」を提出 令和３年８月16日（月） 

応募資格の確認  令和３年８月20日（金） 

企画提案書の提出

期限 
「企画提案書」を提出 令和３年８月30日（月） 

ヒアリング 
企画提案書提出者（担当者）から 

ヒアリングを実施 
令和３年９月２日（木） 

企画提案書の特定  ９月上旬頃 



４ 応募資格要件  

  本企画提案に応募できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。  

(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者（被保佐人、被補助人及び未

成年者で必要な同意を得ている場合を除く。）でないこと。  

(2) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項の規程による更生手続き開始の申立

をした者又は同条第２項の規定に基づく更生手続き開始の申立をされた者でないこと。  

(3) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項の規程による再生手続き開始の申立

をした者又は同条第２項の規程に基づく再生手続き開始の申立をされた者でないこと。  

(4) 次の事項に該当すると認められる場合で、その事実があった後２年を経過していない者でな

いこと。  

ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量

に関して不正の行為をした者。  

イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るた

めに連合した者。  

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者。  

エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。  

オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者。  

カ ア～オのいずれかの事項に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の締結又は

契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者。  

(5) (4)のア～カのいずれかの項目に該当する者を代理人として使用する者でないこと。  

(6) 新潟県暴力団排除条例（平成 23 年新潟県条例第 23 号）第 6 条に定める暴力団、暴力団員

又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。  

(7) 過去に、研究科又は学部等設置認可申請に係るアンケートの実施を地方公共団体、国立大学

法人法に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法に規定する公立大学法人、又は学校法人

から受注した実績があること。  

(8) 業務の実施にあたり、新潟県立大学と業務方針や内容について十分な協議ができること。  

  

５ 応募手続き等  

(1) 実施要領等の配布期間及び配布場所  

  ア 配布期間  

    令和３年８月６日（金）午前８時 30 分から８月 16 日（月）午後５時 15 分まで  

イ 配布場所  

    ２(5)と同じ。  

(2) 応募の受付（参加表明書等の提出）  

   本企画提案に応募する者は、下記の期間に｢参加表明書｣【様式１】、「応募者概要書｣【様式

２】、「応募者業務実績」【様式３】及び各様式に定める添付書類を提出するものとする。  

   なお、参加表明書等提出後に、上記４の要件を満たさなくなった場合には、速やかに辞退届

【様式８】を提出すること。  

  ア 受付期間  

    令和３年８月 16 日（月）午後５時 15 分まで  

  イ 受付場所  

    ２(5)と同じ。  

  ウ 提出方法  

事務局へ直接持参（土日、祝日を除く日の午前 8 時 30 分から午後５時 15 分）又は、郵送

（書留に限る。提出期限までに必着のこと。）により提出すること。締切時刻以降の受付は

行わない。  



(3) 応募資格要件の確認  

(2)の応募受付期間内に参加表明書の提出のあった者に対しては、「４ 応募資格要件」を全て満

たしているか否かを確認した後、令和３年８月 20 日（金）までに「参加表明書」【様式１】に

記載された連絡先に電子メールにより結果を通知する。  

(4) 質問事項の受付及び回答  

   本要領等に関する質問は、「質問書」【様式４】により提出すること。  

  ア 受付期間  

    令和３年８月 20 日（金）午後５時 15 分まで  

  イ 受付場所  

    ２(5)と同じ。  

  ウ 提出方法  

事務局へ電子メール（文章を添付し、送信後は到着確認をすること。）で提出すること。締

切時刻以降の受付は行わない。  

  エ 回答方法  

令和３年８月 26 日（木）までに、全参加表明者宛に電子メールで回答する。ただし、質問

内容によって、本公募による選定に公平性を保てない場合、回答しないことがある。  

(5) 応募書類の受付  

ア 受付期間  

   令和３年８月 30 日（月）午後５時 15 分まで  

イ 受付場所  

   ２(5)と同じ。  

ウ 提出方法  

事務局へ直接持参（土日、祝日を除く日の午前 8 時 30 分から午後５時 15 分）又は、郵送

（書留に限る。提出期限までに必着のこと。）により提出すること。 

持参の場合は、持参日の前日までに連絡すること。締切時刻以降の受付は行わない。  

エ 提出書類及び提出部数  

   (ｱ) 紙媒体で提出するもの（６部。正本１部、副本５部。）  

    ①企画提案への応募【様式５】  

    ②提案書【様式６】 （調査票（案）を含む） 

    ③見積書【様式７】  

   (ｲ) 電子媒体で提出するもの  

      (ｱ)に掲げる書類を DVD 等の適切な外部記憶媒体に格納したもの。  

   (ｳ) 作成にあたっては、各様式内に記載の作成方法に従い作成すること。  

  オ 応募書類の取扱い  

   (ｱ) 応募書類は返却しない。  

   (ｲ) 提出期限後における応募書類の提出、再提出又は差し替えは認めない。  

   (ｳ) 提出された応募書類は、選定を行う作業等に必要な範囲において複製する。  

   (ｴ) 提出された参加表明書、質問書及び応募書類は、本業務の受託候補者の選定以外の目的

には使用しない。  

   (ｵ) 対案内容に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権

利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、原則として提案者が負う。  

  

６ 最優秀提案者等の選定方法  

(1) 審査方法  

審査委員の審査・選考を実施する。審査にあたっては、「提案内容評価表」に基づき提案内容

を評価し、最も優れた提案を行った者及び次点の者を選定する。  



大項目 小項目

組織評価 類似実績 10

実施体制 10

企画提案内容評価 課題への理解度 15

企画提案内容の的確性 15

実施にあたっての取組方針 15

業務実施費用の適正さ 15

当該業務への取組意欲

合計

提案書評価基準

配点

60

20

100

20

 
 

(2) 実施予定日  

   令和３年９月７日（火） 

(3） ヒアリングの実施  

   ア 提案書提出後、必要に応じてオンラインによるヒアリングの実施を求めることがある。  

イ ヒアリング実施の有無、実施する場合の期日、場所等については、担当部局から別途通

知する。  

ウ 審査に用いたヒアリング資料等についても、審査・選考後に事務局へ併せて提出するこ

と。  

(4) 審査結果の通知  

  審査結果は、本審査において提案を行った全ての者に通知する。  

  

７ 契約に関する事項  

(1) 受託候補者の選定等  

本審査により選定した最優秀提案者を受託候補者とし、委託仕様について詳細な協議を実施し

て、再度見積書（詳細な内訳を添付すること。）を徴し、契約を締結する。  

なお、協議には、仕様書及び提案書の趣旨を逸脱しない範囲内における内容の変更に係るもの

を含むこととする。  

(2) 受託候補者の参加資格喪失時の取扱い  

受託候補者を選定した後、当該事業者が「４ 応募資格要件」を満たさなくなった場合で、辞

退又は協議・交渉が調わなかったときは、審査委員の審査において次点となった提案者を受託

候補者とする。  

(3) 契約書  

  契約書は２通作成し、委託者及び受託者の双方記名押印の上、各自１通を保有する。なお、

契約書の作成に要する経費は、受託者の負担とする。  

  

８ その他の留意事項  

(1) 守秘義務  

  応募書類の作成において、知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。また、応募書類

の作成以外に使用してはならない。  

  なお、本要領による手続きが完了した後も同様とする。  

(2) 失格の条件  

   以下の条件の一つに該当する場合は、失格とする。  

  ア 本要領の規程に違反したもの  



  イ 虚偽の内容が記載されていたもの  

  ウ 提案価格上限額を超えて提案されたもの  

  エ 参加表明書及び応募書類の提出方法、提出先が本要領に適合しないもの  

  オ その他選定委員会が不適格と認めたもの  

(3) 費用負担  

   応募書類の作成など、提案競技への参加に要する費用は、参加者の負担とする。  

  

                                   以  上   


